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川崎市文化財審議会委員の委嘱について 

１ 川崎市文化財審議会の根拠 

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１９０条 

川崎市文化財保護条例（平成３４年川崎市条例第２４号）第３条、第４条 

川崎市文化財審議会規則（平成２６年教委規則第３号） 

２ 委員会の構成 

（１）定  数  １０人以内（川崎市文化財保護条例第４条第１項） 

（２）委員構成  学識経験者から教育委員会が委嘱 

３ 委員会委員の職務等 

文化財の指定又はその保持者の認定並びに指定又は認定の解除、現状の変

更その他必要と認められる事項に関して教育委員会の諮問に応ずる。（川崎

市文化財保護条例第３条第２項） 

４ 活動内容及び開催回数 

活動内容：文化財行政についての教育委員会への答申及び指導・助言

開催回数：概ね年３回



選出区分：学識経験者

分　野
今回委嘱委員

委嘱期間：平成30年5月1日から
　　平成32年4月30日まで

前任委員
委嘱期間：平成30年4月30日まで

あいざわ　　まさひこ あいざわ　　まさひこ

相　澤　　正　彦 相　澤　　正　彦

現職等 成城大学　教授 成城大学　教授

うす　い　　かず　お うす　い　　かず　お

薄　井　　和　男 薄　井　　和　男

現職等 神奈川県立歴史博物館　館長 神奈川県立歴史博物館　館長

おおの　　　　さとし おおの　　　　さとし

大　野　　　敏 大　野　　　敏

現職等 横浜国立大学　教授 横浜国立大学　教授

き　ら　　　よし　え き　ら　　　よし　え

吉　良　　芳　恵 吉　良　　芳　恵

現職等 日本女子大学　教授 日本女子大学　教授

なか　の　　たつ　や く　ぼ　た　　　まさ　き

中　野　　達　哉 久保田　　昌　希

現職等 駒澤大学　教授 駒澤大学　教授

くら　もと　　　のぼる くら　もと　　　のぼる

倉　本　　　宣 倉　本　　　宣

現職等 明治大学　教授 明治大学　教授

ほし　の　　　れい　こ ほし　の　　　れい　こ

星　野　　玲　子 星　野　　玲　子

現職等 鶴見大学　准教授 鶴見大学　准教授

せき　ざわ　 まゆみ せき　ざわ　 まゆみ

関　沢   まゆみ 関　沢   まゆみ

現職等 国立歴史民俗博物館　教授 国立歴史民俗博物館　教授

  やぎはし　のぶ　ひろ   やぎはし　のぶ　ひろ

八木橋　伸　浩 八木橋　伸　浩

現職等 玉川大学　教授 玉川大学　教授

 みどうしま　 ただし  みどうしま　 ただし

御 堂 島 　正 御 堂 島 　正

現職等 大正大学　教授 大正大学　教授

氏　名

天然記念物
氏　名

保存修復
氏　名
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民俗
氏　名

考古学
氏　名

民俗
氏　名

美術工芸（絵画）
氏　名

美術工芸（彫刻）
氏　名

建　　築
氏　名

歴　　史
氏　名

歴　　史

2


